
十二　児童福祉法（昭和22年法律第164号）に定める児童福祉司、身体障害者福祉法（昭和24年
法律第283号）に定める身体障害者福祉司、社会福祉法に定める福祉に関する事務所に置かれ
る同法第15条第１項第一号に規定する所員、知的障害者福祉法（昭和35年法律第37号）に定め
る知的障害者福祉司並びに老人福祉法（昭和38年法律第133号）第６条及び第７条に規定する
社会福祉主事であつた期間が４年以上となつた後、社会福祉士短期養成施設等において６月以
上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得した者

社会福祉士及び介護福祉士法施行規則（昭和62年厚生省令第49号）
抜粋

（厚生労働省令で定める者の範囲）
第１条 社会福祉士及び介護福祉士法（昭和62年法律第30号。以下「法」という。）第７条第一号の
厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

一　学校教育法（昭和22年法律第26号）による大学（短期大学を除く。次号、第三号及び次項第
一号において同じ。）において法第７条第一号に規定する指定科目（以下この項、第４項及び
第７項において「指定科目」という。）を修めて、学校教育法第102条第２項の規定により大学
院への入学を認められた者

二　学校教育法による大学において指定科目（相談援助実習指導及び相談援助実習の科目（以下
この号、次号、第五号及び第七号並びに第４項及び第７項において「実習科目」という。）を
除く。）を修めて卒業した者であつて、その後、学校教育法による大学、大学院、短期大学又
は専修学校の専門課程（修業年限２年以上のものに限る。）（以下「大学等」という。）におい
て実習科目を修めたもの

三　学校教育法による大学において指定科目（実習科目を除く。）を修めて、同法第102条第２項
の規定により大学院への入学を認められた者であつて、その後、大学等において実習科目を修
めたもの

四　学校教育法による大学院において指定科目を修めて当該大学院の課程を修了した者
五　学校教育法による大学院において指定科目（実習科目を除く。）を修めて当該大学院の課程
を修了した者であつて、その後、大学等において実習科目を修めたもの

六　学校教育法による専修学校の専門課程（修業年限４年以上のものに限る。次号、次項第三号
及び第３項第三号において同じ。）において指定科目を修めて卒業した者
七　学校教育法による専修学校の専門課程において指定科目（実習科目を除く。）を修めて卒業
した者であつて、その後、大学等において実習科目を修めたもの

２　法第７条第二号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一　学校教育法による大学において法第７条第二号に規定する基礎科目（次号及び第三号並びに
第５項及び第８項において「基礎科目」という。）を修めて、学校教育法第102条第２項の規定
により大学院への入学を認められた者

二　学校教育法による大学院において基礎科目を修めて当該大学院の課程を修了した者
三　学校教育法による専修学校の専門課程において基礎科目を修めて卒業した者

３　法第７条第三号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一　学校教育法による大学院の課程を修了した者
二　独立行政法人大学評価・学位授与機構法（平成15年法律第114号）による独立行政法人大学
評価・学位授与機構により学士、修士又は博士の学位を授与された者（旧国立学校設置法（昭
和24年法律第150号）による大学評価・学位授与機構により学士、修士又は博士の学位を授与
された者を含む。）

三　学校教育法による専修学校の専門課程を卒業した者
四　学校教育法第102条第２項の規定により大学院への入学を認められた者
五　旧大学令（大正７年勅令第388号）による大学を卒業した者
六　旧高等師範学校規程（明治27年文部省令第11号）による高等師範学校専攻科を卒業した者
七　旧師範教育令（昭和18年勅令第109号）による高等師範学校又は女子高等師範学校の修業年
限１年以上の研究科を修了した者

八　旧中等学校令（昭和18年勅令第36号）による中学校若しくは高等女学校を卒業した者又は旧
専門学校入学者検定規程（大正13年文部省令第22号）により、これと同等以上の学力を有する
ものと検定された者を入学資格とする旧専門学校令（明治36年勅令第61号）による専門学校
（以下「専門学校」という。）で修業年限（予科の修業年限を含む。以下この号において同じ。）
５年以上の専門学校を卒業した者又は修業年限４年以上の専門学校を卒業し修業年限４年以上
の専門学校に置かれる修業年限１年以上の研究科を修了した者

九　防衛省設置法（昭和29年法律第164号）による防衛大学校又は防衛医科大学校を卒業した者
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十　独立行政法人水産大学校法（平成11年法律第191号）による独立行政法人水産大学校を卒業
した者（旧水産庁設置法（昭和23年法律第78号）による水産講習所、平成13年４月１日前の農
林水産省組織令（平成12年政令第253号）による水産大学校（昭和59年７月１日前の農林水産
省設置法（昭和24年法律第153号）による水産大学校及び平成13年１月６日前の農林水産省組
織令（昭和27年政令第389号）による水産大学校を含む。）を卒業した者を含む。）
十一　国土交通省組織令（平成12年政令第255号）による海上保安大学校（昭和59年７月１日前
の海上保安庁法（昭和23年法律第28号）による海上保安大学校及び平成13年１月６日前の運輸
省組織令（昭和59年政令第175号）による海上保安大学校を含む。）を卒業した者

十二　職業能力開発促進法（昭和44年法律第64号）による職業能力開発総合大学校の長期課程を
修了した者（旧職業訓練法（昭和33年法律第133号）による中央職業訓練所又は職業訓練大学
校の長期指導員訓練課程を修了した者、職業訓練法の一部を改正する法律（昭和60年法律第56
号）による改正前の職業訓練法（昭和44年法律第64号。以下「新職業訓練法」という。）によ
る職業訓練大学校の長期指導員訓練課程を修了した者、職業能力開発促進法の一部を改正する
法律（平成４年法律第67号）による改正前の職業能力開発促進法（以下「旧職業能力開発促進
法」という。）による職業訓練大学校の長期課程を修了した者及び職業能力開発促進法及び雇
用促進事業団法の一部を改正する法律（平成９年法律第45号）による改正前の職業能力開発促
進法による職業能力開発大学校の長期課程を修了した者を含む。）

十三　国土交通省組織令による気象大学校（昭和59年７月１日前の運輸省設置法（昭和24年法律
第157号）による気象大学校及び平成13年１月６日前の運輸省組織令による気象大学校を含む。）
の大学部を卒業した者

４　法第７条第四号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一　学校教育法による短期大学（修業年限が３年であるものに限る。）において指定科目（実習
科目を除く。）を修めて卒業した者（夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う
学科を卒業した者を除く。）であつて、その後、大学等において実習科目を修めたもの

二　学校教育法による専修学校の専門課程（修業年限３年以上のものに限る。次号並びに次項及
び第６項において同じ。）又は各種学校（学校教育法第90条第１項に規定する者を入学資格と
するものであつて、修業年限３年以上のものに限る。次号並びに次項及び第６項において同じ。）
において指定科目を修めて卒業した者（夜間において授業を行う学科若しくは課程又は通信に
よる教育を行う課程を卒業した者を除く。次号において同じ。）
三　学校教育法による専修学校の専門課程又は各種学校において指定科目（実習科目を除く。）
を修めて卒業した者であつて、その後、大学等において実習科目を修めたもの

５　法第７条第五号の厚生労働省令で定める者は、学校教育法による専修学校の専門課程又は各種
学校において基礎科目を修めて卒業した者（夜間において授業を行う学科若しくは課程又は通
信による教育を行う課程を卒業した者を除く。）とする。

６　法第７条第六号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一　学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の専攻科（修業年限３年以上のものに限
る。）、特別支援学校の専攻科（修業年限３年以上のものに限る。）、専修学校の専門課程又は各
種学校を卒業した者（夜間において授業を行う専攻科、学科若しくは課程又は通信による教育
を行う課程を卒業した者を除く。）

二　職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校の専門課程（訓練期間３年以上のものに
限る。）若しくは応用課程、職業能力開発大学校の専門課程（訓練期間３年以上のものに限る。）
若しくは応用課程又は職業能力開発短期大学校の専門課程（訓練期間３年以上のものに限る。）
を修了した者（旧職業能力開発促進法による職業訓練短期大学校の専門課程（訓練期間３年以
上のものに限る。）を修了した者を含む。）

７　法第７条第七号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一　学校教育法による短期大学において指定科目（実習科目を除く。）を修めて卒業した者であ
つて、その後、大学等において実習科目を修めたもの

二　学校教育法による専修学校の専門課程（修業年限２年以上のものに限る。次号並びに次項及
び第９項において同じ。）又は各種学校（学校教育法第90条第１項に規定する者を入学資格と
するものであつて、修業年限２年以上のものに限る。次号並びに次項及び第９項において同じ。）
において指定科目を修めて卒業した者
三　学校教育法による専修学校の専門課程又は各種学校において指定科目（実習科目を除く。）
を修めて卒業した者であつて、その後、大学等において実習科目を修めたもの

８　法第７条第八号の厚生労働省令で定める者は、学校教育法による専修学校の専門課程又は各種
学校において基礎科目を修めて卒業した者とする。

９　法第７条第九号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一　学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の専攻科（修業年限２年以上のものに限
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る。）、特別支援学校の専攻科（修業年限２年以上のものに限る。）、専修学校の専門課程又は各
種学校を卒業した者

二　職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校又は職業能力開発
短期大学校の専門課程を修了した者（新職業訓練法による職業訓練短期大学校の専門訓練課程
又は特別高等訓練課程を修了した者及び旧職業能力開発促進法による職業訓練短期大学校の専
門課程を修了した者を含む。）

（指定施設の範囲）
第２条 法第７条第四号の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。

一　地域保健法（昭和22年法律第101号）の規定により設置される保健所
二　児童福祉法（昭和22年法律第164号）に規定する児童相談所、母子生活支援施設、児童養護
施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身
障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センター

三　医療法（昭和23年法律第205号）に規定する病院及び診療所
四　身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）に規定する身体障害者更生相談所及び身体障害
者福祉センター
五　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）に規定する精神保健福
祉センター

六　生活保護法（昭和25年法律第144号）に規定する救護施設及び更生施設
七　社会福祉法（昭和26年法律第45号）に規定する福祉に関する事務所
八　売春防止法（昭和31年法律第118号）に規定する婦人相談所及び婦人保護施設
九　知的障害者福祉法（昭和35年法律第37号）に規定する知的障害者更生相談所
十　老人福祉法（昭和38年法律第133号）に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所
施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介
護支援センター

十一　母子及び寡婦福祉法（昭和39年法律第129号）に規定する母子福祉センター
十二　介護保険法（平成９年法律第123号）に規定する介護保険施設及び地域包括支援センター
十三　障害者自立支援法（平成17年法律第123号）に規定する障害者支援施設、地域活動支援セ
ンター、福祉ホーム、同法附則第41条第１項、第48条又は第58条第１項の規定によりなお従前
の例により運営をすることができることとされた同法附則第41条第１項に規定する身体障害者
更生援護施設、同法附則第48条に規定する精神障害者社会復帰施設又は同法附則第58条第１項
に規定する知的障害者援護施設及び障害福祉サービス事業（生活介護、自立訓練、就労移行支
援又は就労継続支援を行うものに限る。）又は相談支援事業を行う施設

十四　前各号に掲げる施設に準ずる施設として厚生労働大臣が認める施設

指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の
認定に係る介護等の業務の範囲等について（昭和63年２月12日社
庶第29号厚生省社会局長・厚生省児童家庭局長通知）抜粋

（別添１　指定施設における業務の範囲等）
１　福祉に関する相談援助業務の範囲

社会福祉士及び介護福祉士法施行規則（昭和62年厚生省令第49号）（以下「施行規則」という。）
第２条第一号から第十三号までに定める施設において、福祉に関する相談援助の実務経験を有する
と認められる職種は、次のとおりとする。
盧 施行規則第２条第一号に規定する保健所にあっては、精神障害者に関する相談援助業務を行
っている専任の精神保健福祉相談員、精神保健福祉士及び精神科ソーシャルワーカー
盪 施行規則第２条第二号に規定する児童相談所にあっては、児童福祉法（昭和22年法律第164
号）第13条第１項に規定する児童福祉司、「児童相談所の組織と職員」（平成19年１月23日付け
児童相談所運営指針）第４節に規定する受付相談員、相談員、電話相談員、児童心理司、児童
指導員及び保育士

蘯 施行規則第２条第二号に規定する母子生活支援施設にあっては、児童福祉施設最低基準（昭
和23年厚生省令第63号）第27条に規定する母子指導員及び少年を指導する職員

盻 施行規則第２条第二号に規定する児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲
ろうあ児施設、肢体不自由児施設及び情緒障害児短期治療施設にあっては、児童福祉施設最低
基準第42条第１項（第49条第１項及び第56条において準用される場合を含む。）、第49条第３項
及び第５項、第61条第１項及び第３項、第69条第１項、第４項及び第５項並びに第75条第１項
に規定する児童指導員及び保育士
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